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３年以上の実務経験を有する実務者を配置している施設と３年未満の
実務者のみの施設を比較したところ、３年以上の実務経験を有する
実務者を配置している施設において、医師の負担軽減効果が有意に
高い結果であった。

・医師の負担軽減：医師の事務作業負担軽減＋医師の残業時間減少 
・実務者の経験年数算出が可能であった 616 施設を対象とした 
・2 変数での 2 乗検定 NPO 法人日本医師事務作業補助研究会調べ（2019 年 4 月）

3 年未満のみ配置

医師の負担軽減 効果有り
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看護補助者を対象とした研修を実施している施設は多いが、看護補助者
との協働について、看護師長・看護職を対象とした研修を実施している
施設は２割に満たない。

＜研究概要＞ 【対象】 病院（8,331 施設）に依頼し、看護管理者１名、看護補助者１名ずつ回答
【回収数】看護管理者調査 1,266（有効回収率 15.2％）、看護補助者調査 1,337（有効回収率 16.0％）

看護補助者に関する研修の実施状況（複数回答）（ｎ＝看護管理者 1,253）

看護補助者を対象とした定期研修（年 1 回など）を実施している

看護補助者を対象として、年 1 回の定期研修以外に、
部署配置前に研修を実施している

看護補助者である正規職員と非正規職員に対し同じ研修を実施している

短時間就労者を含め、すべての看護補助者に対し、研修を実施している

看護師長を対象とした看護補助者との協働についての研修を実施している

看護職を対象とした看護補助者との協働についての研修を実施している

チーム作りの為に看護職と看護補助者一緒の研修を実施している

その他
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2021 年 8月 地域連携薬局の認定スタート

　　

○利用者のプライバシーへの配慮、相談しやすい構造設備
　・座って服薬指導等を受けることができる、間仕切り空間、相談窓口の設置
　・高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造
○地域における他の医療提供施設との情報連携体制
　・地域包括ケアシステムの構築に資する会議への定期的な参加
　・薬剤使用の情報について医療機関と一定以上の共有実績
　・地域の他の薬局との薬剤情報の共有体制
○利用者に安定的に薬剤を提供する体制
　・開店時間外の相談応需体制
　・休日・夜間の調剤応需体制
　・他の薬局への医薬品提供体制
　・麻薬の調剤応需体制
　・無菌製剤処理を実施できる体制
　・医療安全対策
　・1 年以上勤務している常勤薬剤師の配置（一定以上）
　・研修の計画的な実施
　・他の医療提供施設に対する適正使用情報の提供実績
○在宅医療に必要な対応のできる体制
　・実績（一定以上）

・高度管理医療機器等の販売業等の許可 及び 医療機器、衛生材料の提供体制　等

専門医療機関連携薬局
（中小病院、大病院門前 等）
専門医療機関連携薬局

（中小病院、大病院門前 等）
地域連携薬局

（200床未満病院、
診療所門前 等）

地域連携薬局
（200床未満病院、
診療所門前 等） 一般の保険薬局一般の保険薬局

中学校区に１つ設置。
地域の基幹薬局として、近隣の保険薬局等に
情報発信をしていくことが求められる。
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入院初期に要する医療資源投入量等に応じた４つの方式により点数が設定される／点数設定方式Aは、DPC/PDPSが開始した２００３年度から、
点数設定方式BとCは、２０１０年度診療報酬改定から、点数設定方式Dは、２０１２年度診療報酬改定から導入されている。
A 一般的な診断群分類 B 入院初期の医療資源投入量の多い診断群分類

C 入院初期の医療資源投入量の少ない診断群分類 D 高額薬剤や手術等に係る診断群分類
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第Ⅱ日
（平均在院日数）

第Ⅲ日
（平均在院日数+2SD以上の
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10％または、入院期間Ⅲの１日当たりの
医療資源の平均投入量のうち、低いもの
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Ｂ：入院基本料の１入院あたりの点数Ａ：入院基本料を除く薬剤費等
包括範囲の1入院あたりの点数

出来高

第Ⅰ日
（1日で固定）

第Ⅱ日
（平均在院日数）

第Ⅲ日
（平均在院日数+2SD以上の
30の整数倍の日数）

従来方式（15%又は10％）または、
入院期間Ⅲの１日当たりの医療資源の
平均投入量のうち、低いもの

　太点線：従来の点数設定方式
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1日当たりの
医療資源の
平均投入量

入院料毎にみた、過去７日間のリハビリテーション実施回数と単位数は以下のとおり。
入院料１及び２と比較して、経過措置（注11）を届け出ている病棟において、回数及び単位数ともに多かった。

過去７日間の回数

全体

2.7（N=2,320）

5.5（N=2,426）

療養病棟入院料 1

2.6（N＝1,859）

5.1（N=1,933）

療養病棟入院料 2

2.8（N=272）

5.6（N=283）

経過措置（注 11） 入院医療の患者のリハビリテーション実施状況（2018 年度）

療養病棟入院料 1 療養病棟入院料 2 経過措置（注 11） 療養病棟入院料２
(n=140)

療養病棟入院料 1
(n=1,804)

経過措置（注 12）
（n=8）

経過措置（注 11）
（n=82）

・療養病棟入院基本料 経過措置１／算定要件（注 11）療養病棟入院料２のそれぞれの所定点数の 100 分の 85 に相当する点数を算定する
・療養病棟入院基本料の（注 12）に規定する経過措置（所定点数の 100 分の 80 を算定）について、経過措置を 2020 年 3 月 31 日限りで終了する。（2020 年度診療報酬改定）

4.7（N=20）

20.2（N=29）過去７日間の単位数
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＜腎代替療法専門指導士の使命＞ ＜腎代替療法専門指導士の役割＞

腎移植医療の推進
保存的腎臓療法の導入

血液腹膜透析導入施設
移植実施施設

腎代替療法の選択を推進し、透析移植患者のADL,QOL向上を目指すことを目的に医師、看護師・保健師、管理栄養士、薬剤師、臨床工学技士、
レシピエント移植コーディネーターを対象に腎移植医療の推進及び保存的腎臓療法の導入が可能となるような腎代替療法専門指導士の養成の
しくみが開始された。

患者への腎代替医療の選択について医師と協力して説明するなど
患者・家族を支援する連携体制をとることで腹膜透析、
腎移植を推進させ、在宅で継続可能な血液透析患者を増加させること。

・研修・指導等移植を増やすための継続的な試みを行う
・臓器移植ネットワークの登録に関与
（移植実施施設で代行業務を行えるようにする）

・腎臓提供者の登録に関わる
・在宅透析の普及に関与
・患者の療法選択時に関わる
・各専門職の認定資格・専門資格を生かす
・定期的な e ラーニングによる知識の向上

腎代替療法
専門指導士

腎代替療法
専門指導士

腎代替療法
専門指導士

日本腎代替療法医療専門職推進協会、日本透析医学会提供資料を参考に、保険局医療課において作成

外来透析クリニック

血液透析導入施設  透析クリニック
（腹膜透析、移植なし）

連携強化
（献腎登録・更新  生体腎移植の紹介）

移植待機期間の療養
研修・指導（移植及び保存的腎臓療法の導入）

血液透析導入施設  透析クリニック
（腹膜透析、移植なし）

外来透析クリニック

血液腹膜透析導入施設
移植実施施設
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入院料毎にみた、過去７日間のリハビリテーション実施回数と単位数は以下のとおり。
入院料１及び２と比較して、経過措置（注11）を届け出ている病棟において、回数及び単位数ともに多かった。

過去７日間の回数

全体

2.7（N=2,320）

5.5（N=2,426）

療養病棟入院料 1

2.6（N＝1,859）

5.1（N=1,933）

療養病棟入院料 2

2.8（N=272）

5.6（N=283）

経過措置（注 11） 入院医療の患者のリハビリテーション実施状況（2018 年度）

療養病棟入院料 1 療養病棟入院料 2 経過措置（注 11） 療養病棟入院料２
(n=140)

療養病棟入院料 1
(n=1,804)

経過措置（注 12）
（n=8）

経過措置（注 11）
（n=82）

・療養病棟入院基本料 経過措置１／算定要件（注 11）療養病棟入院料２のそれぞれの所定点数の 100 分の 85 に相当する点数を算定する
・療養病棟入院基本料の（注 12）に規定する経過措置（所定点数の 100 分の 80 を算定）について、経過措置を 2020 年 3 月 31 日限りで終了する。（2020 年度診療報酬改定）
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＜腎代替療法専門指導士の使命＞ ＜腎代替療法専門指導士の役割＞

腎移植医療の推進
保存的腎臓療法の導入

血液腹膜透析導入施設
移植実施施設

腎代替療法の選択を推進し、透析移植患者のADL,QOL向上を目指すことを目的に医師、看護師・保健師、管理栄養士、薬剤師、臨床工学技士、
レシピエント移植コーディネーターを対象に腎移植医療の推進及び保存的腎臓療法の導入が可能となるような腎代替療法専門指導士の養成の
しくみが開始された。

患者への腎代替医療の選択について医師と協力して説明するなど
患者・家族を支援する連携体制をとることで腹膜透析、
腎移植を推進させ、在宅で継続可能な血液透析患者を増加させること。

・研修・指導等移植を増やすための継続的な試みを行う
・臓器移植ネットワークの登録に関与
　（移植実施施設で代行業務を行えるようにする）
・腎臓提供者の登録に関わる
・在宅透析の普及に関与
・患者の療法選択時に関わる
・各専門職の認定資格・専門資格を生かす
・定期的な e ラーニングによる知識の向上

腎代替療法
専門指導士

腎代替療法
専門指導士

腎代替療法
専門指導士

日本腎代替療法医療専門職推進協会、日本透析医学会提供資料を参考に、保険局医療課において作成

外来透析クリニック

血液透析導入施設  透析クリニック
（腹膜透析、移植なし）

連携強化
（献腎登録・更新  生体腎移植の紹介）

移植待機期間の療養
研修・指導（移植及び保存的腎臓療法の導入）

血液透析導入施設  透析クリニック
（腹膜透析、移植なし）

外来透析クリニック

血液腹膜透析導入施設
移植実施施設
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３年以上の実務経験を有する実務者を配置している施設と３年未満の
実務者のみの施設を比較したところ、３年以上の実務経験を有する
実務者を配置している施設において、医師の負担軽減効果が有意に
高い結果であった。

・医師の負担軽減：医師の事務作業負担軽減＋医師の残業時間減少 
・実務者の経験年数算出が可能であった 616 施設を対象とした 
・2 変数での 2 乗検定 NPO 法人日本医師事務作業補助研究会調べ（2019 年 4 月）
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3 年以上を含む

p<0.01

52.0%

70.7%

看護補助者を対象とした研修を実施している施設は多いが、看護補助者
との協働について、看護師長・看護職を対象とした研修を実施している
施設は２割に満たない。

＜研究概要＞ 【対象】 病院（8,331 施設）に依頼し、看護管理者１名、看護補助者１名ずつ回答
【回収数】看護管理者調査 1,266（有効回収率 15.2％）、看護補助者調査 1,337（有効回収率 16.0％）

看護補助者に関する研修の実施状況（複数回答）（ｎ＝看護管理者 1,253）

看護補助者を対象とした定期研修（年 1 回など）を実施している

看護補助者を対象として、年 1 回の定期研修以外に、
部署配置前に研修を実施している

看護補助者である正規職員と非正規職員に対し同じ研修を実施している

短時間就労者を含め、すべての看護補助者に対し、研修を実施している

看護師長を対象とした看護補助者との協働についての研修を実施している

看護職を対象とした看護補助者との協働についての研修を実施している

チーム作りの為に看護職と看護補助者一緒の研修を実施している

その他

83.0%

36.8%

62.4%
60.8%
15.1%
12.5%
39.3%
6.1%

2021 年 8月 地域連携薬局の認定スタート

　　

○利用者のプライバシーへの配慮、相談しやすい構造設備
　・座って服薬指導等を受けることができる、間仕切り空間、相談窓口の設置
　・高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造
○地域における他の医療提供施設との情報連携体制
　・地域包括ケアシステムの構築に資する会議への定期的な参加
　・薬剤使用の情報について医療機関と一定以上の共有実績
　・地域の他の薬局との薬剤情報の共有体制
○利用者に安定的に薬剤を提供する体制
　・開店時間外の相談応需体制
　・休日・夜間の調剤応需体制
　・他の薬局への医薬品提供体制
　・麻薬の調剤応需体制
　・無菌製剤処理を実施できる体制
　・医療安全対策
　・1 年以上勤務している常勤薬剤師の配置（一定以上）
　・研修の計画的な実施
　・他の医療提供施設に対する適正使用情報の提供実績
○在宅医療に必要な対応のできる体制
　・実績（一定以上）

・高度管理医療機器等の販売業等の許可 及び 医療機器、衛生材料の提供体制　等

専門医療機関連携薬局
（中小病院、大病院門前 等）
専門医療機関連携薬局

（中小病院、大病院門前 等）
地域連携薬局

（200床未満病院、
診療所門前 等）

地域連携薬局
（200床未満病院、
診療所門前 等） 一般の保険薬局一般の保険薬局

中学校区に１つ設置。
地域の基幹薬局として、近隣の保険薬局等に
情報発信をしていくことが求められる。
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